
社会保険事業状況（平成21年12月現在） 
 

 

Ⅰ 年金保険 

 

１．総括 

 
(1) 適用状況 

 平成21年12月末現在の国民年金の被保険者数は、第1号被保険者が1,947万人（対前年同

月比4万人、0.2％増）、任意加入被保険者が34万人、第2号被保険者（厚生年金保険のみ）

が3,452万人、第3号被保険者が1,025万人（対前年同月比24万人、2.3％減）で、これらを

合計すると6,459万人である。このほか共済組合（旧共済分を除く。以下同じ。）の加入

者数は平成21年3月末現在で447万人である。 

 

 

 

図Ⅰ－１ 国民年金第１号被保険者数（任意加入を含む）の推移 
 

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

12 3 6 9 12 3 6 9 12

(万人） (％)

対
前
年
同
月
上
昇
率

1,981万人

0.2%

1,978

2,042

-3.1
-4.2

月

19年度 20年度 21年度

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

図Ⅰ－２ 国民年金第３号被保険者数の推移 
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平成21年12月末現在の厚生年金保険の適用事業所数（船舶所有者数は含まない。）は1

74万事業所で、前年同月に比べて1万事業所増加しており、船舶所有者数は4,967で前年同

月に比べて130減少している。また、厚生年金保険の被保険者数は3,452万人となっており、

前年同月に比べて50万人（1.4％）減少している。その内訳をみると、一般男子が2,229

万人、女子が1,218万人、坑内員が1千人、船員が6万人である。 

 

 

図Ⅰ－３ 厚生年金保険適用事業所数の推移 
 

 



 

 

 

図Ⅰ－４ 厚生年金保険被保険者数の推移 
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厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額の平均（任意継続被保険者を含む。）は30万4,

455円（対前年同月比2.8％減）で、船員を除くと30万4,329円（対前年同月比2.8％減）、

船員は38万2,523円（対前年同月比0.4％減）である。また、一般男子は34万5,349円（対

前年同月比3.3％減）、女子は22万9,278円（対前年同月比0.9％減）、坑内員は34万5,38

2円（対前年同月比2.2％減）である。なお、毎月勤労統計調査によると、平成21年12月の

規模5人以上の事業所が常用労働者にきまって支給する給与の平均は26万2,786円（対前年

同月比2.3％減）である。 

厚生年金保険のうち旧共済分の適用状況については、適用事業所数は5,989事業所（う

ち船舶所有者数1）、被保険者数は72万9千人（うち船員120人）に、標準報酬月額の平均

（船員を除く）は34万3,615円（一般男子38万5,173円、女子24万5,721円）、船員は52万3,

417円である。 

厚生年金保険のうち、賞与の状況については、適用事業所数は50万事業所、被保険者数

は1,934万人、標準賞与額の平均は47万円。 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）受給者数 

 平成21年12月末現在における厚生年金保険（旧共済分を含む。）及び国民年金（老齢福

祉年金を除く。）の受給者数の合計は延べ5,540万人（対前年同月比252万人、4.8％増）

で、新法厚生年金と基礎年金の重複を除くと3,993万人（対前年同月比124万人、3.2％増）

となっている。また、老齢福祉年金受給者数は1万人である。このほか共済組合の受給者

数が平成21年3月末現在で379万人となっている。 

厚生年金保険の受給者数は2,782万人（旧法厚年分293万人、新法厚年分2,417万人、旧

法船保分6万人、旧共済分67万人）で前年同月に比べて158万人（6.0％）増加している。 

このうち、老齢給付の受給者数は2,282万人（旧法厚年分223万人、新法厚年分2,004万

人、旧法船保分3万4千人、旧共済分52万人）で、うち退職者は2,071万人、在職者は211

万人である。また、新法厚年分のうち、特別支給の老齢厚生年金の定額部分（以下「定額

部分」という。）も老齢基礎年金も受給していないいわゆる「基礎及び定額なし」は236

万人で、定額部分または老齢基礎年金を受給しているいわゆる「基礎または定額あり」は

1,768万人である。「基礎または定額あり」のうち、定額部分を支給停止とし（昭和16年4

月1日以前生まれのものは「報酬比例部分」も支給停止。）老齢基礎年金を繰り上げるい

わゆる「基礎全部繰上げ」は92万人で、定額部分と老齢基礎年金を一体的に繰り上げるい

わゆる「基礎一部繰上げ」は30万人となっている。 

また、障害給付は37万人（旧法厚年分6万人、新法厚年分29万人、旧法船保分2千人、旧

共済分6千人）、遺族給付は464万人（旧法厚年分63万人、新法厚年分384万人、旧法船保

分2万1千人、旧共済分15万人）である。なお、平成21年12月の老齢年金（老齢相当をいう。

以下同じ。）の新規裁定者数は5万人（旧法厚年分169人、新法厚年分4万9千人、旧法船保

分6人、旧共済分が19人）である。 

 船員保険（新法職務上）受給者数は2,250人である。 

 国民年金（旧法拠出制年金と基礎年金の計）の受給者数は2,757万人（旧法拠出制342

万人、基礎年金2,415万人）で前年同月と比べて94万人（3.5％）増加している。これらの

うち老齢給付の受給者（旧法の老齢年金・通算老齢年金及び老齢基礎年金の合計）は2,5

78万人で、前年同月に比べて91万人（3.7％）増加している。なお、旧法老齢年金受給権

者及び厚生年金の受給権を有しない老齢基礎年金受給権者について繰上げ受給の状況を

みると、12月は新規裁定者1万7千人のうち繰上受給権者が4千人となっており、繰上げ受

給率は22.4％である。なお、平成20年度新規裁定者の繰上げ受給率は22.0％となっている。 

 

 



 

 

 

図Ⅰ－５ 厚生年金保険受給者数の推移 
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図Ⅰ－６ 国民年金受給者数の推移 
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（３）年金額 

 平成21年12月末現在における厚生年金保険、船員保険及び国民年金（老齢福祉年金を除

く。）の受給者の年金総額の合計は43兆3千億円（基金代行支給分を除くと41兆8千億円）

で、前年同月と比べて1兆3千億円（3.2％）増加している。年金総額の内訳は、厚生年金

保険が25兆4千億円（旧法厚年分3兆4千億円、新法厚年分20兆9千億円、旧法船保分1千2

百億円、旧共済分1兆円）で、国民年金（旧法拠出制年金と基礎年金の計）が17兆9千億円

（旧法拠出制年金が1兆4千億円、基礎年金が16兆5千億円）である。 

 老齢福祉年金は35億円である。このほか共済組合の受給者の年金総額は平成21年3月末

現在で6兆6千億円である。 

 船員保険（新法職務上）の受給者の年金総額は47億円である。 

平成21年12月の老齢年金新規裁定者（受給者）の平均年金月額（基金代行分及び併給す

る基礎年金分を含む。以下同じ。）は、厚生年金保険では7万8,071円（基金代行分を除く

と6万9,343円）である。また、国民年金では4万9,087円である。 

平成21年12月末現在の老齢年金受給者の平均年金月額は、厚生年金保険では15万7,048

円（基金代行分を除くと14万8,430円）であり、この内訳は、旧法厚年分が15万3,122円、

新法厚年分が15万6,716円、旧法船保分が23万9,379円、旧共済分が17万1,941円である。

また、国民年金では5万4,235円であり、この内訳は、旧法老齢年金が3万9,968円、老齢基

礎年金が5万5,576円である。 

 また、平成10年4月より60歳台前半の老齢厚生年金について雇用保険の給付との調整が

行われており、平成10年4月以降に老齢厚生年金の新規裁定が行われた者のうち、退職し

ていて失業給付を受けている者は老齢厚生年金が全額支給停止となり、在職していて高年

齢雇用継続給付を受けている者はその間、賃金との調整による老齢厚生年金の支給停止に

加えて、高年齢雇用継続給付との調整により老齢厚生年金が支給停止となる。 

平成21年12月おける失業給付との調整に該当する受給権者数は10万人、支給停止年金総

額は880億円であり、高年齢雇用継続給付との併給調整に該当する受給権者数は29万、支

給停止年金総額は369億円となっている。 

 

 

 

 

 

 



 

 

第Ⅰ－１表 雇用保険の給付と老齢厚生年金との調整 

 

（単位：件，千円，円）

失業給付

件数 総停止年金額 平均停止月額

計 老齢相当 通老相当 計 老齢相当 通老相当 計 老齢相当 通老相当

平成 21年 7 月 100,654 85,486 15,168 86,591,663 82,766,937 3,824,726 71,691 80,683 21,013

8 月 108,087 91,579 16,508 92,819,482 88,727,610 4,091,872 71,562 80,739 20,656

9 月 110,497 93,980 16,517 95,559,642 91,477,643 4,082,000 72,068 81,114 20,595

10 月 104,273 87,752 16,521 89,022,038 84,951,311 4,070,726 71,145 80,674 20,533

11 月 100,670 85,084 15,586 86,379,280 82,575,714 3,803,565 71,504 80,877 20,336

12 月 101,925 86,426 15,499 88,007,339 84,272,349 3,734,990 71,954 81,257 20,082

（単位：件，千円，円）

高年齢雇用継続給付

件数 高年齢雇用継続給付による停止総額 平均停止月額

計 老齢相当 通老相当 計 老齢相当 通老相当 計 老齢相当 通老相当

平成 21年 7 月 265,770 259,645 6,125 33,409,584 32,864,638 544,946 10,476 10,548 7,414

8 月 273,279 266,987 6,292 34,357,621 33,797,504 560,117 10,477 10,549 7,418

9 月 278,669 272,374 6,295 35,588,146 34,999,404 588,742 10,642 10,708 7,794

10 月 285,156 278,623 6,533 36,144,506 35,539,717 604,789 10,563 10,630 7,715

11 月 287,544 280,743 6,801 36,217,865 35,593,453 624,413 10,496 10,565 7,651

12 月 293,751 286,668 7,083 36,930,001 36,281,843 648,158 10,477 10,547 7,626  

 

 

 

 

 

 


